
1  教職員の働き方改革

保護者・地域の皆さまへ

教職員が子どもたちと向き合う時間を確保するため

　　　　学校における働き方改革へのご理解をお願いします！

※令和５年９月実施　益田市内教職員アンケート集計
　（回答者 320 人、1人につき 3項目選択）

市内小中学校教職員の時間外在校等時間の状況

（人）■ 主な業務内容■令和4年6月

小学校（225 人）

中学校（163 人）

45 時間未満
48％

45 時間未満
38％

45 時間以上
80 時間未満

44％

45 時間以上
80 時間未満

48％

80 時間以上　4％

80 時間以上　18％

〇�子どもたちに効果的な教育活動を行うためには、教職員が健康でいきいきと働くことが大切です。

〇�現在、市教育委員会や各小中学校では、外部人材の活用や学校行事の見直しなどにより働き方改革を進めて

おり、教職員の時間外在校等時間（※）は改善傾向にありますが、依然として長時間勤務とならざ
るを得ない教職員が多い状況です。

〇�教職員の長時間勤務を改善し、心身をリフレッシュすることで、仕事のパフォーマンスを上げる
効果が期待されることから、子どもたちと向き合う時間や授業の質を高めるための授業準備
時間を十分に確保できるよう、引き続き、学校・教職員の役割や働き方の見直しを行う学校における
働き方改革へのご理解をお願いします。

※時間外在校等時間…正規の勤務時間以外で業務に従事した時間

➡ 小学校で約 52%､ 中学校で約 62% の教職員が
45 時間以上 / 月の時間外在校等時間

➡ 小学校で約 4%､ 中学校で約 18% の教職員が
80 時間以上 / 月の時間外在校等時間で過労死
ラインに相当
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学校・教師が担う業務に係る３分類

文部科学省は、平成 31年の中央教育審議会答申で示された「学校・教師が担う業務に係る 3分類」に
基づき、業務の考え方を明確化したうえで、役割分担や適正化を推進しています。

※�勤務時間のほとんどが子どもと接している時間のため、翌日以後の準備や職員室でのデスクワークは時間外にせざ
るを得ない状況です。

基本的には学校
以外が担うべき
業務

①登下校に関する対応
②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応
③学校徴収金の徴収・管理
④地域ボランティアとの連絡調整
※�その業務の内容に応じて，地方公共団体や教育委員会、保護者、地域学校協働
活動推進員や地域ボランティア等が担うべき。

学校の業務だが、
必ずしも教師が
担う必要のない
業務

⑤調査・統計等への回答等（事務職員等）
⑥児童生徒の休み時間における対応（輪番、地域ボランティア等）
⑦校内清掃（輪番、地域ボランティア等）
⑧部活動（部活動指導員等）
※�部活動の設置・運営は法令上の義務ではないが，ほとんどの中学・高校で設置。
　多くの教師が顧問を担わざるを得ない実態。

教師の業務だが、
負担軽減が可能
な業務

⑨給食時の対応（学級担任と栄養教諭等との連携等）
⑩授業準備（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑪学習評価や成績処理（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）
⑫学校行事の準備・運営（事務職員等との連携、一部外部委託等）
⑬進路指導（事務職員や外部人材との連携・協力等）
⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応（専門スタッフとの連携・協力等）

《 教職員の 1 日のスケジュールの例 （小学校）》
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〇 翌日以後の授業準備・教材
研究

〇校務分掌処理
〇提出物のチェック
〇保護者の相談対応
〇個別の打ち合わせ　など
※ 中学校の場合は、部活動指導

にも従事

文部科学省では・・・
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【問い合わせ先】市学校教育課　☎ 31-0451

働き方改革と教職員不足により、これまでの学校から変わります。

子どもたちの教育の充実のため、
学校における働き方改革に対するご理解とご協力をお願いします！

①学校行事・学校業務の見直し
◦�授業準備や教材研究などの時間を確保するため、学校行事や生活時程などを見直し、業務内容
を引き続き精選していきます。

・�緊急を要する特別な事情がある場合を除き、勤務時間外の学校への電話について、留守番電話
対応とすることを検討します。

・�入学式や卒業式等における来賓出席のあり方や内容について整理します。
・�運動会・文化祭等の平日開催も含め、開催のあり方を検討します。

③関係団体等の皆さまへのお願い
・�各種団体から依頼される配布物は、重なるとかなりの量になります。これまでは、教職員が仕分けて児童

生徒に配布していましたが、大きな負担となっています。配布物を依頼側で仕分けていただくか、
学校を通じた配布によらない周知方法をご検討ください。

・�作文や絵画コンクール等の募集については、学校単位での応募や学校による取りまとめなどを応募要件
とせず、個人で申込めるようにするなどの工夫をお願いします。

益田市教育委員会・益田市小中学校校長会・益田市 PTA連合会

②地域・保護者の皆さまへのお願い
・�休日の地域行事（公的なものも含む）等について、児童生徒が参加するケースであっても、学校行事や

教育活動以外のものへ参加とりまとめや教職員への参加要請、参加依頼は可能な限り避けてく
ださい。

・�学校の環境整備や登下校の見守りなど、引き続き、ボランティアとしてのご協力をお願いします。
・�現在、学校が行なっている部活動については、部活動指導員をはじめとした外部人材の参画を積極
的に進めます。また、今後、国の方針に従い、段階的に活動主体を地域に移行していきます。

・�コミュニティ・スクールの導入を促進し、地域人材の学校業務への参画・補助を進め、教職員の負担軽
減と子どもの学びの充実を促進します。

益田市での取組
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